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ぷらら光利用規約 

株式会社 ＮＴＴぷらら 

 

第1条 【規約の適用】 

１ 株式会社ＮＴＴぷらら（以下、当社といいます）は「ぷらら光利用規約」（以下、本規約といいます）を定め、「ぷらら光」

（以下、本サービスといいます）を提供します。 

２ 本サービスは当社が東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社（以下、ＮＴＴ東西という）が提供する光

コラボレーションモデルを活用し、当社が本サービスの契約者に対し、光回線と当社のサービスを一体的に提供す

るものです。 

３ 本規約は「ぷらら会員規約」の一部を構成するものであり、本サービスの契約者は「ぷらら会員規約」を承諾したも

のとします。 

４ 本規約に定めのない事項は「ぷらら会員規約」によります。 

５ 当社が実施する本サービスに対する施策が設定される場合は、その定めによります。 

６ 本サービスの提供条件について、本規約に定めのある場合を除き、ＮＴＴ東西の「ＩＰ通信網サービス契約約款」によ

ります。 

第2条 【規約の変更】 

当社は本規約を変更する場合があります。その場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。 

第3条 【サービスの種類】 

１ 本サービスはベストエフォートサービスです。 

２ 本サービスは、ＮＴＴ東西の提供条件と契約者の利用形態により、別に定める区分があります。 

３ 提供するサービスの詳細は別に定めます。 

４ 本サービスはＮＴＴ東西または弊社の設備およびサービス提供の都合により、必ずしも本サービスの契約者が希望

する種類のサービスを提供できない場合があります。 

第4条 【サービス提供区域】 

１ 本サービスはＮＴＴ東西のＩＰ通信網サービス契約約款 第６条によって定められた提供区域に提供します。 

２ 前項１の定めによらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。 

第5条 【契約の種別】 

１ 本サービスはＮＴＴ東西の提供する光コラボレーションを活用したＩＰ通信網サービスを提供します。 

２ 本サービスにローミングサービス契約はありません。 

３ 本サービスに臨時ＩＰ通信網サービス契約はありません。 

第6条 【契約の単位】 

当社は当社の発行するユーザ ID（当社が契約を管理する当社独自の ID）１つに対し、１回線のＩＰ通信網サービスを提供し、

契約を締結します。 

第7条 【契約者回線の終端】 

本サービスの終端は、ＮＴＴ東西がＩＰ通信網サービス契約約款第 9 条で定める条件の終端とします。 

第8条 【契約申込の方法等】 
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１ 本サービスを申込む（本規約第 9 条の方法も含む）ときは、次の事項について当社指定の様式にて提出していただ

きます。 

（１） 本規約第 5 条のサービス種類 

（２） 契約者の氏名 

（３） 契約者の性別 

（４） 契約者の生年月日 

（５） 契約者の連絡先 

（６） 本サービスの回線の終端の場所 

（７） 料金の支払い方法 

（８） その他当社が指定する事項 

２ 本サービスの申込みに際し、契約者本人（契約者が法人である場合も含みます）である公的な証明となる書類（当

社が許諾した場合は、書類の写しも可）の提出を求める場合があります。 

３ 本サービスの申込みについて、契約者より申込み代行の委任を受けたもの（以下、代行者といいます）が代行して

申込む場合、当社に委任状を提出していただく場合があります。 

第9条 【転用】 

１ ＮＴＴ東西のＩＰ通信網サービスのうち、ＮＴＴ東西が定める種類の回線は、本サービスに移行すること（以下、転用と

いいます）ができます。 

２ 当社で転用が完了した場合、転用前のＮＴＴ東西のＩＰ通信網サービスに復旧する事はできません。 

３ 本サービスからＮＴＴ東西を含む他の事業者のサービスに転用することはできません。 

４ ＮＴＴ東西のＩＰ通信網サービスから本サービスに転用する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項を提出して

いただきます。 

５ 転用に際し、ＩＰ通信網サービス契約者（ＩＰ通信網サービス契約者より委任された者も含みます）はＮＴＴ東西が指定

する方法で、ＮＴＴ東西に転用承諾を得るものとします。 

６ 転用承諾手続きについて、ＩＰ通信網サービス契約者と委任された者の間の争議について、当社は一切の責任を負

いません。 

第10条 【契約申込の承諾】 

１ 当社は本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従ってＮＴＴ東西に回線の開通や転用の諾否を照

会し、ＮＴＴ東西が承諾した場合に、当社は申込みを承諾します。 

２ 当社が契約申込みを承諾したときを以って、契約締結とします。 

３ ＮＴＴ東西が回線の開通や転用を承諾しなかった場合、または当社が申込みを承諾しなかった場合、またその両方

において、当社は一切の責任を負いません。 

４ 当社は本条第１項の定めにかかわらず、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 

（１） 本サービスの契約者と利用者が同一のものにならないとき 

（２） 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき 

（３） 過去に不正利用や料金未払いがあるとき 

（４） その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき 
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第11条 【利用者情報の提供】 

本サービス契約者の情報について、当社はＮＴＴ東西に通知し、ＮＴＴ東西はそれらを記録・保管します。 

（１） 契約者の氏名 

（２） 回線の設置場所住所 

（３） 書類等の送付先住所 

第12条 【契約者回線等番号】 

１ 契約者回線等番号は、ＮＴＴ東西のＩＰ通信網サービス契約約款 第 15 条第 1 項、第 2 項の定めるところにより、１の

契約者回線等ごとに割り当てます。 

２ 契約者回線等番号は、ＮＴＴ東西および当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者

回線等番号を変更することがあります。 

３ 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを対象の本サービス契約者に通

知します。 

第13条 【契約内容の変更】 

本サービスの契約者は転居等、回線の終端の場所を異動（以下、移転といいます）するにあたり、当社およびＮＴＴ東西が

定める範囲内でサービス種類を変更することができます。 

第14条 【サービス回線の移転】 

サービス契約者は、本サービス提供地域内を移転先とする本サービス回線の移転を申込むことができます。 

第15条 【サービスの一時中断】 

本サービスの利用の一時中断は請求できません。 

第16条 【サービス契約の譲渡】 

本サービス契約の譲渡はできません。 

第17条 【サービス利用権の譲渡】 

本サービスの利用権は譲渡できません。 

第18条 【相互接続】 

当社は本サービスに対する相互接続を行いません。 

第19条 【当社が行うサービス契約の解除】 

１ ＮＴＴ東西から当社に対し、本サービスの契約が解除された場合 

２ 本サービスの契約者が本規約を含む、ぷらら会員規約に反した場合 

第20条 【サービス契約者が行うサービス契約の解除】 

１ 本サービス契約者が当社に対し本サービス契約の解除をする場合は、当社指定の手段にて当社に通知していただ

きます。 

２ 本サービス契約者が本サービスで利用しているＮＴＴ東西の設備を用い、他社が提供する光コラボレーションモデル

を活用した他社サービスを契約する場合、本サービス契約者は本サービスの契約を解除する必要があります。 

３ 本サービスの契約解除にあたり発生する費用の一切について、本サービス契約者が負担するものとし、当社は負

担しません。 

第21条 【本サービスの契約解除にかかる責任】 
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本規約第 19 条、第 20 条の本サービスの契約解除に伴って発生する本サービス契約者が被る不利益事項について、当社

はその責任を一切負いません。 

第22条 【本サービスの光回線に提供する付加機能】 

当社は別に定める付加機能を提供します。 

第23条 【利用中止】 

当社は、次の場合に本サービスの利用を中止することがあります。 

（１） 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 

（２） 本規約第 26 条の定めによるとき 

（３） その他当社が必要と判断したとき。 

第24条 【利用停止】 

当社は本サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、そのＩＰ通信網サービスの利用を停止することがあります。 

（１） 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

（２） その他当社が必要と判断したとき。 

第25条 【発信者番号通知】 

１ 本サービスの回線番号は、その接続先に通知します。 

２ 本契約者が通知を希望しない場合、当社にその旨の申込みが必要です。 

第26条 【通信利用の制限等】 

１ ＮＴＴ東西のＩＰ通信網サービス契約約款 第 36 条の定めにより、非常事態の発生または発生の恐れがある場合、

優先する通信のために本サービスの通信が中止される場合があります。 

２ 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 

３ 本サービスにおいても、ぷらら会員規約第 17 条を適用します。 

第27条 【料金および工事に関する費用】 

１ 本サービスの料金および工事に関する費用は当社が別に定める通りとします。 

２ 本サービスの料金について、日割り料金を適用します。 

３ 本サービスの料金について、毎月２１日以降月末までの利用料金は、翌月利用分と合算して請求します。 

４ 本サービスの工事費、当社の指定する付加サービス利用料について、利用した月の翌月に請求します。 

５ 本サービスの料金のお支払い方法として NTT 回収代行（ぷらら光）を指定した場合において、NTT 東日本および

NTT 西日本のサービスご利用料金が生じないときは、当社は請求書等紙媒体発行に係る個別の費用を本サービス

契約者に請求するものとし、その金額は別に定める通りとします。 

第28条 【解約金】 

１ 本サービスに転用する回線がＮＴＴ西日本のＩＰ通信網サービスであり、その回線がＮＴＴ西日本で開通した時の初

期工事費割引サービスの適用を受けていた場合、本サービスの解約時に別に定める解約金が生じます。 

第29条 【料金、工事費、解約金等の支払義務】 

１ 契約締結以降、手続きに関する料金、本サービス料金、工事費、解約金等について、本サービス契約者は支払義

務を負います。 
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２ 当社は本サービス契約者が従前契約していたＮＴＴ東西のＩＰ通信網サービスについて、ＮＴＴ東西のＩＰ通信網サー

ビス契約約款第 22 条の 2 第 3 項（１）に示す工事に関する費用の分割支払金の残余期間相当額について本サー

ビス契約者に請求し、本サービス契約者は支払義務を負います。 

３ 本サービス契約者は本規約第 23 条の債務と本サービスおよび関連する付加機能の料金について、支払義務を負

います。 

４ 本サービス契約者は、本サービスの解約、移転等端末変更を行う際は NTT 東西より貸与された端末を NTT 東西へ

返却していただく必要があります。未返却によって、NTT 東西より当社に対し端末に関する費用が請求された場合、

当社は本サービス契約者に相当額を請求し、本サービス契約者は支払う義務を負います。 

第30条 【本サービス契約者の維持責任】 

本サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するように維持してい

ただきます。 

第31条 【修理又は復旧の順位】 

修理又は復旧の順位はＮＴＴの東西ＩＰ通信網サービス契約約款 第 50 条の定めによります。 

第32条 【責任の制限】 

１ 当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そ

の本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続し

たときに限り、本条第 2 項に示す算定方法により、会員に対し損害を賠償します。 

２ 本条第 1 項に示す場合において、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後の、その

状態が連続した時間（24 時間の倍数である部分に限ります。）について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に

対応する本サービスの月額基本料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 

附則 

本規約は平成 27 年 2 月 23 日より適用します。 

本規約は平成 27 年 5 月 1 日より適用します。 

本規約は平成 27 年 8 月 1 日より適用します。 

本規約は平成 27 年 9 月 2 日より適用します。 
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【料金表】 

１．月額料金、工事費、解約金について 

ぷらら光　料金表（NTT東日本の営業区域に該当する地域）

■基本料金

サービスの種類 設置場所の区分 料金の種類 金額（税抜） 金額（税込）* 単位

ぷらら光ホームタイプ

戸建向け
（NTT東がサービス卸する光回線
のうち、戸建向けとして区分される
もの）

月額利用料金 4,800円 5,184円 1契約回線あたり

ぷらら光ホームタイプ※1
（無線ＬＡＮ機器あり）

戸建向け
（NTT東がサービス卸する光回線
のうち、戸建向けとして区分される
ものに、無線ＬＡＮ機器が付加され
ているもの）

月額利用料金 5,100円 5,508円 1契約回線あたり

ぷらら光マンションタイプ

集合住宅向け
（NTT東がサービス卸する光回線
のうち、集合住宅向けとして区分
されるもの）

月額利用料金 3,600円 3,888円 1契約回線あたり

ぷらら光マンションタイプ※1
（無線ＬＡＮ機器あり）

集合住宅向け
（NTT東がサービス卸する光回線
のうち、集合住宅向けとして区分
されるものに、無線ＬＡＮ機器が付
加されているもの）

月額利用料金 3,900円 4,212円 1契約回線あたり

※1サービスの種類が無線LAN機器ありの場合、LANカード1枚追加につき税抜100円（税込108円）追加となります。
■手続きに関する料金

料金の種類 金額（税抜） 金額（税込）* 単位

契約手数料 3,000円 3,240円 1契約あたり

転用手続き費 3,000円 3,240円 1契約あたり

■工事費
※代表的な工事費です。工事内容によっては、別途、追加で工事費用が発生する場合があります。
（１）新規開通工事費
一括払いの場合

工事先への工事担当者のお伺い有無 屋内配線の新設有無 サービスの種類 金額（税抜） 金額（税込）* 単位

ぷらら光ホームタイプ 18,000円 19,440円 １の工事ごと

ぷらら光マンションタイプ 15,000円 16,200円 １の工事ごと

ぷらら光ホームタイプ 7,600円 8,208円 １の工事ごと

ぷらら光マンションタイプ 7,600円 8,208円 １の工事ごと

ぷらら光ホームタイプ 2,000円 2,160円 １の工事ごと

ぷらら光マンションタイプ 2,000円 2,160円 １の工事ごと

※工事担当者がお伺いする工事の場合、土日祝・時間外は割増料金となります

分割払いの場合

工事先への工事担当者のお伺い有無 屋内配線の新設有無 サービスの種類 単位

ぷらら光ホームタイプ １の工事ごと

ぷらら光マンションタイプ １の工事ごと

ぷらら光ホームタイプ １の工事ごと

ぷらら光マンションタイプ １の工事ごと

ぷらら光ホームタイプ -

ぷらら光マンションタイプ -

※土日祝・時間外の割増料金は分割でのご請求対象となります。なお、その他追加で発生した工事費用に関しましては一括でのご請求となります。
※工事担当者がお伺いしない場合、一括でのご請求となります。
※分割払いの期間中に「ぷらら光」以外への通信サービスへ変更または解約される場合、未払いの工事費の残額は分割でお支払いただきます。
また、分割払いの期間中に「ISPぷらら」を退会される場合、未払いの工事費の残額を一括でお支払いいただきます。
※一括払いから分割払い、また分割払いから一括払いへの支払方法の変更はできません。

*税込の金額について、複数の項目を合計した場合、記載の金額の合計と異なる場合があります。

金額（税込）*

648円/月×30回＝19,440円

540円/月×30回＝16,200円

273円/月×29回+291円×1回（最終月）
=8,208円

273円/月×29回+291円×1回（最終月）
=8,208円

分割払いはご利用できません。

分割払いはご利用できません。

新規に本サービスを申込む場合

NTT東が指定する回線を本サービスに移行する場合

なし

あり

あり

あり

なし

－

あり あり

あり なし

なし －

適用
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（２）移転工事費
一括払いの場合

工事先への工事担当者のお伺い有無 屋内配線の新設有無 サービスの種類 金額（税抜） 金額（税込）* 単位

ぷらら光ホームタイプ 9,000円 9,720円 １の工事ごと

ぷらら光マンションタイプ 7,500円 8,100円 １の工事ごと

ぷらら光ホームタイプ 6,500円 7,020円 １の工事ごと

ぷらら光マンションタイプ 6,500円 7,020円 １の工事ごと

ぷらら光ホームタイプ 2,000円 2,160円 １の工事ごと

ぷらら光マンションタイプ 2,000円 2,160円 １の工事ごと

※工事担当者がお伺いする工事の場合、土日祝・時間外は割増料金となります

分割払いの場合

工事先への工事担当者のお伺い有無 屋内配線の新設有無 サービスの種類 単位

ぷらら光ホームタイプ １の工事ごと

ぷらら光マンションタイプ １の工事ごと

ぷらら光ホームタイプ １の工事ごと

ぷらら光マンションタイプ １の工事ごと

ぷらら光ホームタイプ -

ぷらら光マンションタイプ -

※土日祝・時間外の割増料金は分割でのご請求対象となります。なお、その他追加で発生した工事費用に関しましては一括でのご請求となります。
※工事担当者がお伺いしない場合、一括でのご請求となります。
※分割払いの期間中に「ぷらら光」以外への通信サービスへ変更または解約される場合、未払いの工事費の残額は分割でお支払いただきます。
また、分割払いの期間中に「ISPぷらら」を退会される場合、未払いの工事費の残額を一括でお支払いいただきます。
※一括払いから分割払い、また分割払いから一括払いへの支払方法の変更はできません。

（３）品目変更工事費
一括払いの場合

金額（税抜） 金額（税込）* 単位

18,000円 19,440円 １の工事ごと

15,000円 16,200円 １の工事ごと

15,000円 16,200円 １の工事ごと

7,600円 8,208円 １の工事ごと

7,600円 8,208円 １の工事ごと

7,600円 8,208円 １の工事ごと

2,000円 2,160円 １の工事ごと

※転用と同時に品目変更を実施する場合の工事費の代表例です。

分割払いの場合

単位

１の工事ごと

１の工事ごと

１の工事ごと

１の工事ごと

１の工事ごと

１の工事ごと

-

※転用と同時に品目変更を実施する場合の工事費の代表例です。

※土日祝・時間外の割増料金は分割でのご請求対象となります。なお、その他追加で発生した工事費用に関しましては一括でのご請求となります。

※工事担当者がお伺いしない場合、一括でのご請求となります。
※分割払いの期間中に「ぷらら光」以外への通信サービスへ変更または解約される場合、未払いの工事費の残額は分割でお支払いただきます。
また、分割払いの期間中に「ISPぷらら」を退会される場合、未払いの工事費の残額を一括でお支払いいただきます。
※一括払いから分割払い、また分割払いから一括払いへの支払方法の変更はできません。

540円/月×30回＝16,200円

540円/月×30回＝16,200円

あり なし

工事内容

「集合住宅向け」から「戸建向け」への変更

金額（税込）*

648円/月×30回＝19,440円

234円/月×30回＝7,020円

234円/月×30回＝7,020円

なし －

分割払いはご利用できません。

分割払いはご利用できません。

「フレッツ光 ネクスト　ビジネスタイプ」から　「光コラボレーションモデルの光回線」への変更　※

「フレッツ光 ライト」から　「光コラボレーションモデルの光回線」への変更　※

「100Ｍ」または「200Ｍ」と「1Ｇ」との変更（工事担当者がお伺いする場合）　　

「100Ｍ」または「200Ｍ」と「1Ｇ」との変更（工事担当者がお伺いしない場合）　

金額（税込）*

あり あり

324円/月×30回＝9,720円

270円/月×30回＝8,100円

なし

なし －

分割払いはご利用できません。

「光配線方式」と「ＶＤＳＬ方式」間での変更

「フレッツ光 ネクスト　ビジネスタイプ」から　「光コラボレーションモデルの光回線」への変更　※

「フレッツ光 ライト」から　「光コラボレーションモデルの光回線」への変更　※

「100Ｍ」または「200Ｍ」と「1Ｇ」との変更（工事担当者がお伺いする場合）　　

「100Ｍ」または「200Ｍ」と「1Ｇ」との変更（工事担当者がお伺いしない場合）　

273円/月×29回+291円×1回（最終月）
=8,208円

273円/月×29回+291円×1回（最終月）
=8,208円

273円/月×29回+291円×1回（最終月）
=8,208円

工事内容

「集合住宅向け」から「戸建向け」への変更

「戸建向け」から「集合住宅向け」への変更　　

「光配線方式」と「ＶＤＳＬ方式」間での変更

あり あり

あり

「戸建向け」から「集合住宅向け」への変更　　
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■請求に関する料金

料金の種類 金額（税抜） 金額（税込）* 単位

150円 162円 1契約あたり

100円 108円 1契約あたり

発行手数料

適用

料金請求書による請求

口座振替による請求で口座振替のお知らせを発行している場合
 

 

ぷらら光　料金表（NTT西日本の営業区域に該当する地域）
*税込の金額について、複数の項目を合計した場合、記載の金額の合計と異なる場合があります。

■基本料金

サービスの種類 設置場所の区分 料金の種類 単位

ぷらら光ホームタイプ※1
戸建向け
（NTT西がサービス卸する光回線のうち、戸建向けと
して区分されるもの）

月額利用料金 1契約あたり

ぷらら光マンションタイプ※1
集合住宅向け
（NTT西がサービス卸する光回線のうち、集合住宅向
けとして区分されるもの）

月額利用料金 1契約あたり

※１フレッツ・V6オプション・・・0円(税込0円、追加ネームは1追加ネーム契約毎に税抜100円（税込108円）必要です。
■手続きに関する料金

料金の種類 単位

契約手数料 1契約あたり

転用手続き費 1契約あたり

■工事費
※代表的な工事費です。工事内容によっては、別途、追加で工事費用が発生する場合があります。
（１）新規開通工事費
一括払いの場合

工事先への工事担当者のお伺い有無 単位

下記以外
の場合

１の工事ごと

光コンセント
ありの場合

１の工事ごと

LAN方式
以外の場合

１の工事ごと

LAN方式 １の工事ごと

１の工事ごと

１の工事ごと

※工事担当者がお伺いする工事の場合、土日祝・時間外は割増料金となります

分割払いの場合

工事先への工事担当者のお伺い有無 単位

下記以外
の場合

１の工事ごと

光コンセント
ありの場合

１の工事ごと

LAN方式
以外の場合

１の工事ごと

LAN方式 １の工事ごと

-

-

※土日祝・時間外の割増料金は分割でのご請求対象となります。なお、その他追加で発生した工事費用に関しましては一括でのご請求となります。

※工事担当者がお伺いしない場合、一括でのご請求となります。

※分割払いの期間中に「ぷらら光」以外への通信サービスへ変更または解約される場合、未払いの工事費の残額は分割でお支払いただきます。

また、分割払いの期間中に「ISPぷらら」を退会される場合、未払いの工事費の残額を一括でお支払いいただきます。

※一括払いから分割払い、また分割払いから一括払いへの支払方法の変更はできません。

適用

対象となるサービスの種類

新規に本サービスを申込む場合

NTT西が指定する回線を本サービスに移行する場合

ぷらら光ホームタイプ

あり

ぷらら光マンションタイプ

なし

ぷらら光ホームタイプ

ぷらら光マンションタイプ

金額（税込）*

648円/月×30回＝19,440円

540円/月×30回＝16,200円

273円/月×29回+291円×1回（最終月）
=8,208円

273円/月×29回+291円×1回（最終月）
=8,208円

金額（税抜） 金額（税込）*

金額（税抜） 金額（税込）*

2,000円 2,160円

金額（税抜） 金額（税込）*

4,800円 5,184円

3,888円3,600円

2,000円 2,160円

3,000円

3,000円

3,240円

3,240円

18,000円

7,600円

15,000円

7,600円

19,440円

8,208円

16,200円

8,208円

ぷらら光ホームタイプ

ぷらら光マンションタイプ

対象となるサービスの種類

あり

なし

ぷらら光ホームタイプ

ぷらら光マンションタイプ

分割払いはご利用できません。

分割払いはご利用できません。
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（２）移転工事費
一括の場合

工事先への工事担当者のお伺い有無 対象となるサービスの種類 単位

下記以外
の場合

１の工事ごと

光コンセント
ありの場合

１の工事ごと

LAN方式
以外の場合

１の工事ごと

LAN方式 １の工事ごと

１の工事ごと

１の工事ごと

※工事担当者がお伺いする工事の場合、土日祝・時間外は割増料金となります

分割払いの場合

工事先への工事担当者のお伺い有無 対象となるサービスの種類 単位

下記以外
の場合

１の工事ごと

光コンセント
ありの場合

１の工事ごと

LAN方式
以外の場合

１の工事ごと

LAN方式 １の工事ごと

-

-

※土日祝・時間外の割増料金は分割でのご請求対象となります。なお、その他追加で発生した工事費用に関しましては一括でのご請求となります。

※工事担当者がお伺いしない場合、一括でのご請求となります。
※分割払いの期間中に「ぷらら光」以外への通信サービスへ変更または解約される場合、未払いの工事費の残額は分割でお支払いただきます。
また、分割払いの期間中に「ISPぷらら」を退会される場合、未払いの工事費の残額を一括でお支払いいただきます。
※一括払いから分割払い、また分割払いから一括払いへの支払方法の変更はできません。

（３）品目変更工事費
一括払いの場合

単位

１の工事ごと

LAN方式
以外の場合

１の工事ごと

LAN方式 １の工事ごと

１の工事ごと

１の工事ごと

１の工事ごと

※転用と同時に品目変更を実施する場合の工事費の代表例です。

分割払いの場合

単位

-

LAN方式
以外の場合

１の工事ごと

LAN方式 １の工事ごと

１の工事ごと

１の工事ごと

１の工事ごと

※転用と同時に品目変更を実施する場合の工事費の代表例です。

※土日祝・時間外の割増料金は分割でのご請求対象となります。なお、その他追加で発生した工事費用に関しましては一括でのご請求となります。
※工事担当者がお伺いしない場合、一括でのご請求となります。
※分割払いの期間中に「ぷらら光」以外への通信サービスへ変更または解約される場合、未払いの工事費の残額は分割でお支払いただきます。
また、分割払いの期間中に「ISPぷらら」を退会される場合、未払いの工事費の残額を一括でお支払いいただきます。
※一括払いから分割払い、また分割払いから一括払いへの支払方法の変更はできません。

なし

ぷらら光ホームタイプ

ぷらら光マンションタイプ

分割払いはご利用できません。

分割払いはご利用できません。

工事内容

戸建向け・集合住宅向け（ひかり配線方式）における「100M」「200M]「１G]間の変更

「集合向け」から「戸建向け」への変更

「集合向け」における「VDSL方式」と「ひかり配線方式」との変更

「戸建向け」から「集合向け」への変更

あり

ぷらら光ホームタイプ

ぷらら光マンションタイプ

金額（税込）*

金額（税込）*

9,720円

7,020円

8,100円

7,020円

9,000円

7,600円

18,000円

「集合向け」における「LAN方式」への変更

金額（税抜） 金額（税込）*

6,500円

7,500円

6,500円

金額（税抜） 金額（税込）*

15,000円

7,600円

16,200円

8,208円

19,440円

16,200円

8,208円

2,000円 2,160円

15,000円

あり

ぷらら光ホームタイプ

ぷらら光マンションタイプ

324円/月×30回＝9,720円

234円/月×30回＝7,020円

270円/月×30回＝8,100円

234円/月×30回＝7,020円

なし

ぷらら光ホームタイプ 2,000円 2,160円

ぷらら光マンションタイプ 2,000円 2,160円

「集合向け」から「戸建向け」への変更

「集合向け」における「VDSL方式」と「ひかり配線方式」との変更

「集合向け」における「LAN方式」への変更

648円/月×30回＝19,440円

540円/月×30回＝16,200円

273円/月×29回+291円×1回（最終月）
=8,208円

工事内容

「戸建向け」から「集合向け」への変更

540円/月×30回＝16,200円

273円/月×29回+291円×1回（最終月）
=8,208円

戸建向け・集合住宅向け（ひかり配線方式）における「100M」「200M]「１G]間の変更 分割払いはご利用できません。
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■解約金

金額（税抜） 金額（税込）* 金額（税抜） 金額（税込）* 金額（税抜） 金額（税込）*

フレッツ 光ネクスト

　ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼
　マンション・スーパーハイスピードタイプ隼
　マンションタイプ（VDSL方式）
フレッツ光ネクスト
　ファミリータイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ
　マンション・ハイスピードタイプ
　マンションタイプ（ひかり配線方式）

フレッツ 光ネクスト マンションタイプ（LAN方式） 6,000円 6,480円 5,500円 5,940円 3,000円 3,240円

フレッツ 光ネクスト
　ファミリータイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ
　ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼
フレッツ 光ネクスト
　マンション・スーパーハイスピードタイプ隼
　マンションタイプ（VDSL方式）
フレッツ 光ネクスト
　マンションタイプ（ひかり配線方式）
　マンション・ハイスピードタイプ

■請求に関する料金

料金の種類 金額（税抜） 金額（税込）* 単位

150円 162円 1契約あたり

100円 108円 1契約あたり

工事区分と相当する光回線種類

20,000円 20,000円 10,000円

派遣工事

平成26年5月以前の申込
平成26年6月以降

平成27年4月以前の申込

ご利用開始月から１５ヶ月以内に解約した場合 １６ヶ月目以降２４ヶ月以内に
解約した場合

（２４ヶ月目の末日を除く）

無派遣工事 18,000円 18,000円 10,000円

18,000円 17,000円 10,000円

10,800円 10,800円

20,000円 19,000円 10,000円

10,000円 10,000円 10,000円 10,800円

19,440円 10,800円

19,440円 18,360円 10,800円

21,600円 21,600円 10,800円

21,600円 20,520円 10,800円

発行手数料

適用

口座振替による請求で口座振替のお知らせを発行している場合

料金請求書による請求

19,440円

 

 

【別記１】第 29 条第 4 項に関する請求金額の目安 

（NTT 東日本の場合） 

■端末未回収時に請求する端末費用

単位

1台あたり

1台あたり

1台あたり

1台あたり

1台あたり

1台あたり

※お客様の端末利用期間等により金額は変動いたします

対象端末 金額

5,000円程度

10,000円程度

1,500円程度無線LANカード

ONU一体型ひかり電話ルーター

単体型ONU

ONU一体型ひかり電話ルーター（映像回線終端装置一体型）

VDSL宅内装置

VDSL宅内装置一体型ひかり電話ルーター

15,000円程度

2,000円程度

5,000円程度

 

（NTT 西日本の場合） 

■端末未回収時に請求する端末費用

単位

1台あたり

1台あたり

1台あたり

1台あたり

1台あたり

1台あたり

※お客様の端末利用期間等により金額は変動いたします

無線LANカード 1,000円程度

ONU一体型ひかり電話ルーター（映像回線終端装置一体型） 6,000円程度

VDSL宅内装置 1,000円程度

VDSL宅内装置一体型ひかり電話ルーター 4,000円程度

対象端末 金額

単体型ONU 3,000円程度

ONU一体型ひかり電話ルーター 4,000円程度
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【別記２】 

当社がサービス提供する範囲 
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【参考】本規約で参照するＮＴＴ東西のＩＰ通信網サービス契約約款について 

 

ぷらら光 

利用規約 

ＮＴＴ東西のＩＰ通信網サービス契約約款 

（２０１５年２月２３日時点で公開されているもの） 

ＮＴＴ東西 

の別 

参照する 

箇所 
参照する条文 

第４条の１ ＮＴＴ東西 第６条 
当社のＩＰ通信網サービスは、別記１に定める提供区域にお

いて提供します。 

第７条 

ＮＴＴ東 第９条 

当社は、ＩＰ通信網契約者が指定した場所内の建物又は工

作物において、当社 

の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設でき

る地点に保安器、配線盤又 

は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線（第３条（用

語の定義）の表の 18 欄の（2） 

に規定するものを除きます。）の終端とします。 

２ 当社は、前項の地点（その地点が当社のＩＰ通信網サー

ビス取扱所内となる場合を 

除きます。）を定めるときは、ＩＰ通信網契約者と協議します。 

ＮＴＴ西 第９条 

当社は、ＩＰ通信網契約者が指定した場所内の建物又は工

作物において、当社の線路から原則として最短距離にあっ

て、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端

装置等を設置し、これを契約者回線（第３条（用語の定義）

の表の 16 欄の（2）に規定するものを除きます。）の終端とし

ます。 

２ 当社は、前項の地点（その地点が当社のＩＰ通信網サー

ビス取扱所内となる場合を除きます。）を定めるときは、ＩＰ通

信網契約者と協議します。 

第１２条の１ ＮＴＴ東西 第１５条の１、２ 

契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより１の契

約者回線等ごとに当社が定めます。 

２ 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由が

あるときは、契約者回線等番 

号を変更することがあります。 
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第２６条の１ ＮＴＴ東 
第３６条の１ 

～３ 

当社は、ＩＰ通信網サービスの全部を提供することができなく

なったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は

発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交

通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のため

に必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急

を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次

に掲げる機関に設置されている契約者回線等（当社がそれ

らの機関との協議により定めたものに限ります｡）以外のもの

による通信の利用を中止する措置をとることがあります。 

機関名 

気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

警察機関（海上保安機関を含みます。以下同じとしま

す。） 

防衛機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信の確保に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

水道の供給の確保に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

別記 21 の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信

社の機関 

預貯金業務を行う金融機関 

国又は地方公共団体の機関 

２ 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信し

ないことがあります。 

３ 利用回線型サービスに係るＩＰ通信網契約者は、その利

用回線に係る電話サービス契約約款、総合ディジタル通信

サービス契約約款又はこの約款に定めるところにより､利用

回線を使用することができない場合においては、そのＩＰ通信

網サービスを利用することができないことがあります。 
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ＮＴＴ西 
第３６条の１ 

～３ 

当社は、ＩＰ通信網サービスの全部を提供することができなく

なったときは、 

天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそ

れがある場合の災害の予防 

若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は

秩序の維持のために必要な 

事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する

事項を内容とする通信を優 

先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契

約者回線等（当社がそれら 

の機関との協議により定めたものに限ります｡）以外のもの

による通信の利用を中止す 

る措置をとることがあります。 

機関名 

気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

警察機関（海上保安機関を含みます。以下同じとしま

す。） 

防衛機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信の確保に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

水道の供給の確保に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

別記 17 の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通

信社の機関 

預貯金業務を行う金融機関 

国又は地方公共団体の機関 
 

第２８条の２ ＮＴＴ東 第２２条の２の３ 

転用前の契約者回線の設置又は移転に係る工事に関する

費用について、料金表第２表に規定する分割支払いが完了

していない場合は、その分割支払金の残余の期間の債務を

転用先の電気通信事業者に引き継ぐものとし、転用後の取
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扱いについては、当該電気通信事業者が提供する電気通信

サービスの契約約款等の定めるところによるものとします。 

第３０条 ＮＴＴ東 第５０条 

当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失

した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができな

いときは、第 36 条（通信利用の制限等）の規定により優先的

に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってそ

の電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合におい

て、第１順位及び第２順位の電気通信設備は、同条の規定

により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限り

ます。 

順位 修理又は復旧する電気通信設備 

1 気象機関との契約に係るもの 

水防機関との契約に係るもの 

消防機関との契約に係るもの 

災害救助機関との契約に係るもの 

警察機関との契約に係るもの 

防衛機関との契約に係るもの 

輸送の確保に直接関係がある機関との契約

に係るもの 

通信の確保に直接関係がある機関との契約

に係るもの 

電力の供給の確保に直接関係がある機関と

の契約に係るもの 

2 ガスの供給の確保に直接関係がある機関と

の契約に係るもの 

水道の供給の確保に直接関係がある機関と

の契約に係るもの 

選挙管理機関との契約に係るもの 

別記 21 に定める基準に該当する新聞社、放

送事業者及び通信社の機関との契約に係る

もの 

預貯金業務を行う金融機関との契約に係るも

の 

国又は地方公共団体の機関との契約に係る

もの（第１順位となるものを除きます。） 

3 第１順位及び第２順位に該当しないもの 
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ＮＴＴ西 第５０条 

当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失

した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができな

いときは、第 36 条（通信利用の制限等）の規定により優先的

に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってそ

の電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合におい

て、第１順位及び第２順位の電気通信設備は、同条の規定

により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限り

ます。 

順位 修理又は復旧する電気通信設備 

1 気象機関との契約に係るもの 

水防機関との契約に係るもの 

消防機関との契約に係るもの 

災害救助機関との契約に係るもの 

警察機関との契約に係るもの 

防衛機関との契約に係るもの 

輸送の確保に直接関係がある機関との契約

に係るもの 

通信の確保に直接関係がある機関との契約

に係るもの 

電力の供給の確保に直接関係がある機関と

の契約に係るもの 

2 ガスの供給の確保に直接関係がある機関と

の契約に係るもの 

水道の供給の確保に直接関係がある機関と

の契約に係るもの 

選挙管理機関との契約に係るもの 

別記 17 に定める基準に該当する新聞社、放

送事業者及び通信社の機関 

との契約に係るもの 

預貯金業務を行う金融機関との契約に係るも

の 

国又は地方公共団体の機関との契約に係る

もの（第１順位となるものを除きます。） 

3 第１順位及び第２順位に該当しないもの 
 

 


